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１ はじめに  
  練馬区では、大規模マンションの建築等、近隣紛争が起こりやすい建築物

について、開発事業における調整の仕組みや開発事業に当たっての基準、近

隣との協議の手続きを定めた「練馬区まちづくり条例」を制定しています。 
  この条例に規定する一定規模以上の建築物を建築する予定のある事業者

は、練馬区に届出が必要です。 
  本手引きは、事業者が届出等に関しての必要な手続きについて記載してあ

りますので、参考にしてください。 
 

２ 対象となる開発や建築  

大規模建築物 
延べ面積 3,000 ㎡以上かつ高さが 15ｍ以上の建築物の

建築（注） 

※増築する場合、増築面積により届出の必要がない場合がありますので、

詳しくはお問い合わせください。 
(注)建築とは、建築基準法第 2 条第 13 号に定める、建物を新築・増築・改

築・移転することをいいます。 
 

３ 事前届に係る手続きの流れ  
大規模建築物を建築しようとする事業者は、当該建築を行う前に、区長に届

け出なければなりません。 

（1）現場調査依頼書、開発事業届出書(第 37 号様式)の提出 

現場調査依頼書を開発調整課宅地開発係に提出し、調整を行ってください。 
宅地開発係との調整後、開発事業届出書を都市計画課(16 階)に提出してくだ

さい。 
 

（2）事前届出書(第 38 号様式)の提出 

(1)の調整後、開発調整課管理係（15 階）へ提出してください。 
※添付する図書は各申請書等に記載してあります 
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（3）標識の設置・届出 

事業者は、(2)の事前届出を行ったときは、少なくとも下表に掲げる日のう

ち最も早い日から (8)の協議終了の通知が当該事業者に到達する日までの間、

開発区域内の見やすい場所に、標識を設置しなければなりません（開発区域

の道路に面する部分に、周囲から容易に目視できるよう設置してください。）。 
また、標識を設置したときは、標識を設置した日から起算して 5 日以内に、

区長に届け出なければなりません。 
 

練馬区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関す

る条例による標識の設置 
60 日前 

東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する

条例による標識の設置 

建築基準法による確認の申請または確認を受けるための書類

の提出 90 日前 

建築等の工事の着手または施設の設置 

 

（4）まちづくり条例に基づく説明会の開催 

大規模建築物の建築等をしようとする事業者は、(3)の標識を設置した日か

ら起算して 15 日以内に、近隣住民を対象に説明会を開催しなければなりませ

ん（標識に説明会の開催日時・場所を記載してください。）。 
なお、この説明会を開催した場合、練馬区中高層建築物等の建築に係る紛

争の予防と調整に関する条例による説明とみなすことができます。 
 

○近隣住民の範囲 

近隣住民とは、下図の範囲内の区域において 
居住し、または事業を営む者をいいます。 

事業者は近隣住民に対し建築計画・工事の 
説明会を開催しなければなりません。 

説明会開催後、説明会に参加していない  
近隣住民に対して、説明会で使用した資 
料を配布しなければなりません。 
「近隣住民」とは開発区域の境界線から高さ 
の２倍の範囲の居住者、事業者をいいます。 
事業者とは建築物を所有するだけでなく賃貸 

近隣住民とは（条例第 2 条第 14 項） 
・住宅居住者 
・事業を営む者（事務所の経営者、賃

貸の住宅・テナント・駐車場の貸主） 
（貸主所在地が遠方の場合の説明は

資料郵送でも可） 

近隣住民の範囲 

2H 

2H ○○医院 

○○ビル 
○○邸 

○○邸 計画建物 

開発区域 

高さ 
: H 

○○マンション 
○○邸 
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している店舗や事務所、賃貸マンションのオーナーも含みます。 
 

○説明会の通知 

事業者は、説明会を開催するときは、説明会の開催の日の 7 日前までに、

区長および近隣住民に通知しなければなりません。 
通知には、事業者の氏名、住所および電話番号、開発事業の担当者名、開

発事業の予定地の場所を記載してください。通知は書面（任意様式）で行い、

近隣住民に対する通知は、郵便ポスト等への戸別配付により行うものとしま

す。 

 

○説明内容 

説明会で説明する内容は以下のとおりです。 
① 開発区域の土地の形態、規模および切土または盛土の有無ならびに開発区

域内における建築物等（建築物ならびに自動車駐車場等）の位置 

② 建築物等の規模、構造および用途 

③ 開発事業に関する工事の工期、工事時間、工法および作業方法 

④ 開発事業に関する工事中の騒音および振動の防止策ならびに工事の安全

対策 

⑤ 建築物等の建築、用途変更または設置に伴って生じる周辺の生活環境に及

ぼす影響およびその対策 

⑥ 建築物等の管理方法等 

  
 また、説明会では以下の資料を配布してください。 
① 計画概要書 

② 案内図、配置図および立面図 

③ このほか、区長が必要と認める図書 

※平面図および日影図は近隣住民から求められることが多いため、配布資

料に入れるようお願いします。 

 

なお、説明会を開催したときは、説明の内容について近隣住民と協議を行

い、近隣住民の合意を得るように誠意をもって対応するとともに、近隣住民

は、事業者の立場を尊重し、相互に合意が図れるよう努めなければなりませ

ん。 

※説明会に参加していない近隣住民に対して、説明会で使用した資料を配布

してください。 
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（5）アドバイザー派遣制度 

この制度は大規模建築物の計画地の近隣住民の方または大規模建築物を計

画した事業者の方が、住民説明会の後、お互いの話し合いの論点や問題点を

整理するため、専門家(アドバイザー)を交えて話し合いを行うためのものです。 
専門家は単なる反対や説得のための議論ではなく、紛争の防止やその区域

の調和あるまちづくりに資するための必要な意見をアドバイスするために派

遣されます。 
 

○派遣の要件 

【近隣住民が申請する場合】 

① 近隣住民の活動が、開発事業に対する反対を目的とするものではなく、当

該地域のまちづくりに資するものであると認められること 
② アドバイザーの派遣について、申請者以外の近隣住民に周知し、一定の了

解が得られていること 
③ アドバイザーの派遣について、事業者の合意が得られていること 
④ 申請に当たって、申請者が連名であり、おおむね当該地区の区域全体から

申請者が立っていること 
 

【事業者が申請する場合】 

① アドバイザー派遣が、近隣住民の説得を目的とするものではなく、当該地

区のまちづくりに資するものであると認められること 

② アドバイザーの派遣について、近隣住民に周知し、おおむね当該地区の区

域全体から一定の了解が得られていること 

※申請は、最初の説明会の開催日から起算して原則 10 日以内に派遣手続を行

わなければなりません。 
※詳細についてはみどりのまちづくりセンター【（公財）練馬区環境まちづく

り公社内】にお問い合わせください。 
〒176-0012 練馬区豊玉北 5-29-8 練馬センタービル３階 
電話番号 03-3993-5451(直通) 

（6）協議申請・公表・意見書・指導・意見書に対する見解書 

○協議申請書 

大規模建築物の建築をしようとする事業者は、(4)の説明会および近隣住民

との協議を行った後、協議申請書により申請し、建築について協議しなけれ

ばなりません。 
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○公表 

 区は協議の申請の日から起算して 3 日以内（休日等を除く）に、申請の概

要（申請書の表面）を開発調整課管理係窓口にて公表します。 
※練馬区ホームページで、開発区域の場所、事業概要および意見書の提出

期間を掲載します。 

 

○意見書の提出 

 近隣住民は、協議申請の概要の公表の日から起算して 7 日以内（休日等を

含む）に、申請の概要について意見書（任意様式）を事業者に提出すること

ができます。 
近隣住民は、意見書を提出した場合において、意見書の写しを区長（提出

先：開発調整課管理係）に送付してください。 
 

○協議における指導 

区は、協議申請の概要の公表の日から起算して 10 日以内（休日等を除く）

に、事業者に対して、まちづくりの計画、開発協議の基準および都市計画法

に定める開発許可の基準等に照らし、必要な場合は区の意見を書面で提示し

ます。 
 

○意見書に対する見解書の提出 

事業者は、意見書の提出および区の意見の提示があったときは、これらの

意見について、見解書（任意様式）を近隣住民および区長（提出先：開発調

整課管理係）にそれぞれ提出しなければなりません。なお、提出された見解

書は開発調整課管理係窓口にて公表します。 
※練馬区ホームページで、意見書の提出期間や見解書の公表期間を掲載し

ます。 

（7）協定の締結 

区長および事業者は、(6)の協議が整ったときは、協議の内容を記載した書

面を作成し、協定を締結します。 
なお、公共施設または公益的施設の整備を要しない場合は、協定の締結は

ありません（まちづくり条例に基づく道路後退や公園設置の必要がない場合

など）。 
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（8）協議終了の通知・公表 

区長は、協議が終了したときは、協議終了通知書を作成し、事業者に通知す

るとともに、開発調整課管理係窓口にてこれを公表します。 
また、練馬区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例、

東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく手

続きは、協議終了通知書の交付を受けた後に行ってください。 
 

（9）事業計画変更の申請等 

事業者は、(6)の申請後に、事業計画を変更しようとするときは、事業計画

変更届出書を提出しなければなりません。 
また、(8)の協議終了の通知を受けた後に、事業計画を変更しようとすると

きは、変更協議申請書により申請しなければなりません。 
いずれの場合も、変更内容によっては、事業者は近隣住民に対する説明会

の開催が必要な場合があります。 
 

（10）工事着手・工事完了の届出 

事業者は、開発事業に関する工事（建築工事）に着手したときは工事着手届

出書を、工事を完了したときは工事完了届出書を提出しなければなりません。 

 

（11）完了検査  

 事業者は、工事完了届出書および工事完了確認調書を提出し、完了検査を受

けなければなりません。原則、現地での検査は行わず、書面での検査となりま

す。 



〔大規模建築物〕 ：区に書面で提出

確
認
申
請

        4　確認申請までのおおよその期間

関
係
各
課
協
議 事業者の見解書の提出

〔近隣住民あて〕

7日以内

30日前

60
日
前

紛争予防条例の法定手続きへ

現場調査依頼書
〔宅地開発係あて〕

開発事業に係る届出
〔都市計画課あて〕

5日以内

8日以上

15日以内

３日以内

近隣住民の意見書の提出
〔事業者あて〕

標識の設置

説明会の開催、協議

説明会の開催通知

検査(現場確認・確認調書・写真等)

標識設置の届出
〔管理係あて〕

協議申請、協議
〔管理係あて〕

協議申請の概要の公表

工事着手・工事完了の届出
〔管理係あて〕

説明会の開催、協議

紛
争
予
防

条
例

建築確認申請

協定の締結
（規則で定める場合についてはこの限りではない。）

協議終了通知書の交付・副本返却・公表

10日以内

90
日
前

ま
ち
づ
く
り
条
例

事前届出書
〔管理係あて〕

区の意見提示

説明会の前に標識を設置
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６ 各種届出書等様式  

 

⑴ 現場調査依頼書 ············································· 09 

⑵ 開発事業届出書(第 37 号様式) ································ 11 

⑶ 事前届出書(第 38 号様式) ···································· 12 

⑷ 標識(第 39 号様式) ·········································· 13 

⑸ 標識設置届(第 45 号様式) ···································· 14 

⑹ 協議申請書(第 46 号様式) ···································· 16 

⑺ 近隣住民説明報告書(第 55 号様式) ···························· 18 

⑻ 地域環境配慮報告書(第 80 号様式) ···························· 20 

 

 

※各種様式は、練馬区ホームページからダウンロードできます。 

 練馬区トップページ⇒事業者向け⇒事業者向け情報⇒土木・建築関係 

 ⇒まちづくり条例(開発調整課)⇒まちづくり条例（大規模建築物の手続き） 

 ⇒まちづくり条例様式集【開発調整編】 

※この他の様式についてはお問い合わせください。 
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